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綱    領 

１ われらの建築は、人類の幸福のため最良の芸術たるべし。 

１ われわれ建築士は、社会発展のため最新の指導者たるべし。 

１ わが建築士会は、会員の向上のため最善の団結たるべし。 
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令和４年第４回通常協議会次第 
 

と  き  令和４年５月９日（月） 
と こ ろ    ホ テ ル 信 濃 路 

 
第１部  講 演 会                           午後２時３０分 

 

テーマ： 「台風 19号被災者相談から見えてきたこと」 

講 師： 公益社団法人長野県建築士会 事務局長 湯本 和正 様 

 

第２部  通 常 協 議 会                            午後４時 

１ 開 会 の 辞 

１ 綱 領 朗 読 

１ 建築士の歌斉唱 

１ 支 部 長 挨 拶 

１ 来 賓 紹 介 

１ 来 賓 祝 辞 

１ 定 足 数 確 認 

１ 議 長 就 任 

１ 書記及び議事録署名人指名 

１ 資 料 確 認 

１ 議 事 

第１号議案 令和３年度事業報告について  

第２号議案 令和４年度事業計画（案）について 

１ 議 長 退 任  

１ 報 告 事 項  

１）令和３年度決算見込みおよび令和４年度収支予算について 

１ 顧 問 の 推 薦 

１ 閉 会 の 辞 
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第１号議案 

令和３年度事業報告 

１ 会  議

通常協議会          １回 

支部諮問会議         １回 

   三役会（委員長合同会議含む）１２回 

    幹事会            ６回 

    総務情報委員会        ０回 

    総務情報委員会編集部会   １２回 

     

建築活動委員会        ０回 

  まちづくり委員会       ２回 

  防災委員会          ２回 

  青年・女性建築士委員会    １回 

  まちなか特別委員会      ２回 

特別賛助委員会        １回 

  支部事務局職員打合せ会    １回  

２ 事  業 

５月２６日 第３回支部通常協議会           於 ホテル信濃路 ２８名 

    ５月２９日 第７１回本会通常総会への参加       於 書面議決権行使 １３名 

    ６月 ４日 ながの支部ゴルフ大会           於 斑尾高原カントリー倶楽部 １４名 

    ７月 ４日 二級建築士試験監理員の派遣（学科）    於 キッセイ文化ホール ４名 

    ７月１１日 一級・木造建築士試験監理員の派遣（学科） 於 ＪＡ長野県ビル １５名 

   １１月２０日～２１日 

 第６３回建築士全国大会「広島大会」    於 オンライン（東京開催） 

       

≪新型コロナウイルス感染防止のため中止となった事業≫  

          長野県建築士会ゴルフ大会（中止）   

    １月２５日 新春交流広場2022および新年会（中止）   於 ホテル信濃路 

    ３月１１日 第３５回ながの支部ボウリング大会（中止） 於 ヤングファラオ 

       

 

４月～３月 長野県建築指導員（４名）長野市建築指導員（５名）の派遣他行政への協力 

    ４月～３月 ＣＰＤ制度専攻建築士制度の運営 

    ４月～３月 住宅相談の協力              於 建築士会館３階会議室 ６回 

    ４月～３月 台風１９号被災者に対する専門家による総合相談への協力  
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令和３年度委員会事業報告 

 

【総務情報委員会】 

１ 支部協議会の企画・運営（5/26） 

２ 魅力ある建築士会にするための研究 

３ 新会員の加入促進 

４ 新春交流広場2022への協力（1/25中止） 

５ 新年会の企画・実施（1/25中止） 

６ インターネットを活用した情報発信 

７ 全国大会研修旅行への参加協力（11/20オンライン） 

８ 会員相互の交流促進および情報発信 

９ 地域イベントへの参加・企画（中止） 

10 会報「つちおと」276～281号の発行 

11 会報「つちおと」の内容の研究 

12 会報「つちおと」のデジタル移行準備 

 

【建築活動委員会】 

１ 全国大会研修旅行の企画・運営（旅行は中止） 

  ・広島大会（11/20～21日オンライン開催） 

２ つきいちアーキ・セミナーの開催 

  「中心市街地リノベーションから見えてきた『古

い建物の改修の法的な課題と実務対応について』」 

  （10/23 まちなか特別委員会共催） 

 

【まちづくり委員会】 

１ まちづくり事業への協力 

（東口フェスティバル中止） 

２ つきいちアーキ・セミナーの開催 

  「いいいいいいづなでいい見学会」（11/27） 

 

【防災委員会】 

１ 「避難施設等応急危険度判定」の体制整備 
（須坂市.飯綱町.信濃町.小布施町.小川村.高山村） 

２ 応急危険度判定士の連絡網の整備（9/2） 

３ 防災対策への協力 

４ つきいちアーキ・セミナーの開催 

  「『災害時における避難所等の応急危険度判定』の 

説明会」（2/7中止） 

 

【青年・女性建築士委員会】 

１ 関ブロ青年協議会（茨城）への参加 

（6/18～19オンライン） 

２ 全国女性建築士連絡協議会（福岡）への参加 

（9/25オンライン） 

３ 青年・女性建築士の集いへの参加 

（R4/4/16オンライン） 

４ 地域貢献・建築士会アピール 

（峰の原7月～11月 延6回） 

５ 青年・女性会員の加入促進 

 

【まちなか特別委員会】 

１ 西鶴賀ワークショップ・懇談会・相談会の開催 

  （5/5.5/16.5/23.5/30.6/12.6/20.6/27 

7/14.8/3.11/23.3/5.3/6.3/19.3/26.3/27） 

２ つきいちアーキ・セミナーの開催 

「中心市街地リノベーションから見えてきた『古 

い建物の改修の法的な課題と実務対応について』」

（10/23 建築活動委員会共催） 

 

【特別賛助委員会】 

１ 各委員会活動・ブロック活動への参加 

２ 新春交流広場2022の開催、運営（1/25中止） 

３ 幹事会においてＰＲ活動（全5回 中止） 

 

令和３年度ブロック事業報告 

■ 幹事会の開催 

南部ブロック（1回）（7/14オンライン） 

 

 

 

 

 

 

■ ブロック企画事業 担当ブロック 

１ 支部ゴルフ大会開催（南部 6/4） 

２ <水>の勉強会〜カヌー体験会（北部 8/29中止）  

３ ワカサギ釣りの開催（南部 2/20中止） 

４ 支部ボウリング大会の開催（須高 3/11中止） 

５ つきいちアーキ・セミナーの開催 

  「令和元年東日本台風被害からの復活」 

（北部 7/21）
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第２号議案 

令和４年度事業計画（案）  
 

【基本方針】 

テーマ：「会員同士の結び付き」 

新型コロナは継続中、ウクライナ問題も建築業界に大きな影響を与える中、コロナ要因に限らない

当支部の課題として、活動に参加される会員が極めて限定的ということが挙げられます。会員にと

って魅力ある活動を推進することはもとより、建築士会最大の資源である“会員”によりフォーカ

スすることが必要と考えます。同じ建築士有資格者であっても専門領域は様々で、そんな会員さん

を結び付けることによってそれぞれの業務に役立てば、会の存在意義もより高まります。 

相変わらずリアルなコミュニケーションが取りにくい時期ではありますが、ネット等を最大活用し

ながら会員同士の結び付きを促進する年として参ります。 

 

【重点項目】 

１ 会員資質・倫理向上のための活動の推進 

 ２ 委員会活動の推進 

 ３ ブロック活動の推進 

 ４ 建築関係行政への協力 

  イ 建築指導員の派遣 

  ロ 市町村総合防災訓練への協力 

  ハ 審議会等への委員派遣 

空き家対策長野地域連絡会、長野地域被災建築物等応急危険度判定連絡会 

    長野市開発審査会、長野市建築審査会、長野市都市計画審議会、同専門委員 

長野市景観審議会、長野市住宅対策審議会、長野市空家等対策協議会、長野市空き 

家ワンストップ相談員、長野市公共施設適正化検討委員会、須坂市景観審議委員会 

須坂市歴史的建造物審査会、須坂市伝統的建造物群保存地区保存審議会 

    須坂市空家等対策協議会、高山村空家等対策協議会 

  ニ 講習会の開催 

  ホ 講習会等への講師の派遣 

  ヘ 長野市 須坂市 飯綱町 信濃町 小布施町 小川村 高山村 「災害時におけ

る避難施設等応急危険度判定の協力に関する協定」への対応体制整備 

  ト 長野市空家等対策に関する相談業務等への対応 

チ まちなかエリアリノベーション事業の受託 

 ５ 第 64 回建築士会全国大会「あきた大会」への参加 

 ６ 新会員の加入促進 

７ ＣＰＤ制度・専攻建築士制度の推進 

８ 会員相互・賛助会員との交流促進 

９ 実務講習会の開催（つきいちアーキ・セミナー） 

１０ 資格試験等の受託業務への協力 

１１ 各支部及び関係諸団体との連携・交流 

１２ 効率的な支部運営の研究 
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令和４年度委員会事業計画（案）  
 

【総務情報委員会】 

１ 支部協議会の企画・運営 

２ 魅力ある建築士会にするための研究 

３ 新会員の加入促進 

４ 新春交流広場2023への協力 

５ 新年会の企画・実施 

６ インターネットを活用した情報発信と会員相互の

交流促進 

７ 全国大会研修旅行への参加協力 

８ 地域イベントへの参加・企画 

９ 会報「つちおと」282～287号のデジタル版発行 

10 会報「つちおと」会員専用ホームページの拡充 

11 会報「つちおと」の内容の研究 

 

【建築活動委員会】 

１ つきいちアーキ・セミナーの開催 

２ 建築基準法等法規講習会の開催及び開催協力 

３ 建物見学会の開催 

４ 全国大会研修旅行の企画・運営 

  ・あきた大会（10月14日～15日） 

 

【まちづくり委員会】 

１ まちづくり研修旅行の開催 

２ まちづくり事業への協力 

３ つきいちアーキ・セミナーの開催 

４ まちづくりの研究・研修 

 

【防災委員会】 

１「避難施設等応急危険度判定」の体制整備（長野市.

須坂市.飯綱町.信濃町.小布施町.小川村.高山村） 

２ 応急危険度判定士の連絡網の整備 

３ 防災訓練等への協力 

４ つきいちアーキ・セミナーの開催 

 

【青年・女性建築士委員会】 

１ 関ブロ青年協議会（長野）開催への協力 

２ 全国女性建築士連絡協議会（東京）への参加 

３ 青年・女性建築士の集いへの参加 

４ つきいちアーキ・セミナーの開催 

５ 地域貢献・建築士会アピール 

６ 地域イベントへの参加 

７ 建築士セッションへの参加 

８ 青年・女性会員の加入促進 

 

【まちなか特別委員会】 

１ 空き家リノベーション講習会の開催 

２ 西鶴賀まち歩きイベント開催 

３ つきいちアーキ・セミナーの開催 

 

【特別賛助委員会】 

１ 各委員会活動・ブロック活動への参加 

２ 新春交流広場2023の開催、運営 

３ ＰＲ活動等を通じての会員との交流促進 

４ 会員専用ホームページへのコンテンツ提供  

 
 

令和４年度ブロック事業計画（案） 

■ 幹事会の開催 

北部ブロック 

南部ブロック 

須高ブロック 

須高三会合同事業 

 

 

 

 

■ ブロック企画事業 担当ブロック 

１ 地域イベントへの参加協力 

２ 支部ゴルフ大会開催（南部） 

３ <水>の勉強会〜カヌー体験会（北部）  

４ ながの支部忘年会の開催（南部） 

５ ワカサギ釣りの開催（須高） 

６ 支部ボウリング大会の開催（北部） 

７ つきいちアーキ・セミナーの開催 

８ お抹茶体験教室（須高） 
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ながの 支部 (円)

R2.4.1当初 R3.4.1当初 R3途中入退会 R3会費算定(延 R4.4.1見込 摘要

正会員 362 343 -9 334 315 （人）

高齢会員 31 29 0 27 32 （人）

準会員 0 0 0 0 0 （人）

会員計 393 372 -9 361 347 （人）

Ｒ４年度 ながの
収支計算上の区分
（又は収支計算小科目）

Ｒ３年度
予算額

事業細項目 集計上の科目 決算見込額 事業計画 摘要

入会金収入 0 入会金 入会金収入 0 0

正会員分 正正会員会費収入 6,923,790 6,463,800 R3:12月末調定額

高齢会員分 高齢正会員会費収入 283,860 328,320 　〃

準会員分 準会員会費収入 0 0 　〃

　小計 7,207,650 6,792,120

連合会会費相当 連合会会費収入 1,222,350 1,151,880

　計 8,430,000 7,944,000

賛助会員会費収入 705,000 賛助会員分 賛助会員会費収入 700,000 700,000

　会費収入 計 9,309,000 　計 会費収入 9,130,000 8,644,000

　会費収入1/2(公益会計分) 4,654,500 公益会計へ振向け 4,565,000 4,322,000

　会費収入1/2(法人会計分) 4,654,500 法人会計純収入 4,565,000 4,322,000

法人収入　計 Ａ 4,654,500 事業活動収入計(法人) 4,565,000 4,322,000

本会会費(公益会計分) 4,654,500 本会会費　＠3,600,＠1,800,＠2,160 1,251,000 1,191,600

本会会費(法人会計分) 3,728,500  連合会会費　＠3,480 1,256,280 1,207,560

 ＣＰＤ登録費　＠1,000 361,000 347,000

 事務局管理費　＠2,500 902,500 867,500

 活動推進費分　＠500 180,500 173,500

　小計 3,951,280 3,788,000

人件費配分額 4,007,977 4,104,000 ※本会で入力

未納会費処理額 雑支出(法人) 48,000 48,000 ※本会で入力

　本会会費　計 8,383,000 　計 8,007,257 7,940,000

旅費加算額 0 本会役員旅費加算額 旅費交通費支出(法人) 0 0 ※本会で入力

建築士フォーラム登録費 0 65,000 R4見込(本会から)

青年女性建築士の集い登録費 0 36,000 R4見込(本会から)

　計 0 101,000

租税公課(本会) 38,000 消費税相当 租税公課支出 37,818 38,000 ※収益会計収入から積算(本会)

法人支出　計 Ｂ 8,436,000 事業活動支出計(法人) 8,045,075 8,079,000

新年会 組織活動事業収入 0 464,000

暑気払い 組織活動事業収入 0 157,000

忘年会 組織活動事業収入 0 180,000

親睦事業 組織活動事業収入 73,000 281,000

支部協議会等 組織活動事業収入 0 351,000

ブロック幹事会等 組織活動事業収入 40,000 125,000

　計 組織活動事業収入 113,000 1,558,000

組織収入　計 Ｃ 1,443,000 事業活動収入計(組織) 113,000 1,558,000

会議費支出 0 490,000

通信運搬費支出 672 0

　小計 672 490,000

会議費支出 0 175,000

　小計 0 175,000

会議費支出 0 200,000

印刷製本費支出 0 5,000

　小計 0 205,000

会議費支出 29,000 112,000

消耗品費支出 51,030 113,000

印刷製本費支出 12,700 24,000

賃借料支出 21,000 159,000

雑支出 3,000 2,000

　小計 116,730 410,000

会議費支出 0 360,000

　小計 0 360,000

渉外費支出 10,000 0

　小計 10,000 0

会議費支出 45,000 140,000

　小計 45,000 140,000

旅費交通費支出 0 36,000

会議費支出 0 67,000

　小計 0 103,000

36,000 旅費交通費支出 0 36,000

1,512,000 会議費支出 74,000 1,544,000

0 渉外費支出 10,000 0

組織活動事業費支出

組
織
会
計

支
出

組織活動事業収入 1,443,000

Ｒ３年度

会費収入

新年会

暑気払い

忘年会

親睦事業

8,604,000

区分

令和３年度決算見込みおよび令和４年度収支予算

支部会員数

収
入

収
入

法
人
会
計

支
出

公益会計(本会支出分) 15,000

支部協議会等

特別慶弔費

その他

ブロック幹事会等
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Ｒ４年度 ながの
収支計算上の区分
（又は収支計算小科目）

Ｒ３年度
予算額

事業細項目 集計上の科目 決算見込額 事業計画 摘要

Ｒ３年度区分

0 通信運搬費支出 672 0

119,000 消耗品費支出 51,030 113,000

30,000 印刷製本費支出 12,700 29,000

163,000 賃借料支出 21,000 159,000

5,000 雑支出 3,000 2,000

組織支出　計 Ｄ 1,865,000 事業活動支出計(組織) 172,402 1,883,000

本会会費(公益会計分) 4,654,500 会費収入の1/2(法人会計から) 4,565,000 4,322,000

関ブロ青年協 地域活動事業収入 0 0

全建女 地域活動事業収入 0 0
青年女性建築士の集い(登
録費は本会支出） 地域活動事業収入 0 120,000

まちづくり等への実践活動 地域活動事業収入 0 20,000

文化財利活用対策 地域活動事業収入 0 0
災害支援活動(準備活動を
含む) 地域活動事業収入 0 0

ＰＲ広告・ＰＲ活動 地域活動事業収入 0 200,000

支部協議会 地域活動事業収入 0 45,000

幹事会・三役会 地域活動事業収入 0 270,000

新春交流広場 地域活動事業収入 0 180,000

高水木造 地域活動事業収入 0 0

地域イベント 地域活動事業収入 0 45,000

　計 地域活動事業収入 0 880,000

研修会・講習会・建学会 研修講習実施事業収入 0 340,000

県内研修 研修講習実施事業収入 0 2,000

県外研修 研修講習実施事業収入 0 2,210,000

　計 研修講習実施事業収入 0 2,552,000

支部会報印刷 機関誌発行事業収入 46,000 120,000

　計 機関紙発行事業収入 46,000 120,000

　計 景観整備機構事業収入 0 0

用紙等頒布事業収入 1,000 表示板等販売のみ 用紙等頒布事業収入 300 1,000

県補助金収入 0 0

　計 寄付金収入 0 0

　計 雑収入(公益) 0 0

公益収入　計 Ｅ 8,423,500 事業活動収入計(公益) 4,611,300 7,875,000

雑支出 20,036 30,000

　小計 20,036 30,000

旅費交通費支出 0 63,000

雑支出 3,000

　小計 3,000 63,000

旅費交通費支出 0 12,000

会議費支出 0 135,000

　小計 0 147,000

会議費支出 0 13,000

印刷製本費支出 0 18,000

賃借料支出 0 15,000

諸謝金支出 0 50,000

　小計 0 96,000

会議費支出 0 6,000

賃借料支出 0 41,000

　小計 0 47,000

会議費支出 0 100,000

印刷製本費支出 0 161,000

賃借料支出 0 12,000

　小計 0 273,000

会議費支出 0 225,000

消耗品費支出 0 40,000

印刷製本費支出 0 10,000

　小計 0 275,000

地域活動事業費支出 2,257,000 旅費交通費支出 0 30,000

会議費支出 0 50,000

通信運搬費支出 49,434 51,000

消耗品費支出 8,330 22,000

印刷製本費支出 92,400 80,000

賃借料支出 53,500 60,000

諸謝金支出 0 34,000

　小計 203,664 327,000

会議費支出 0 300,000

　小計 0 300,000

旅費交通費支出 0 30,000

会議費支出 0 200,000

通信運搬費支出 8,064 10,000

新春交流広場 消耗品費支出 0 5,000

印刷製本費支出 0 14,000

　計

受取寄付金収入 0

受取補助金収入 0

地域活動事業収入

関ブロ青年協

雑収入(公益)

公
益
会
計

0

景観整備機構事業収入

1,046,000

2,584,000

0

138,000

研修講習実施事業収入

収
入

機関誌発行事業収入

　計

災害支援活動(準備
活動を含む)

ＰＲ広告・ＰＲ活
動

支部協議会（会議
費は組織活動事
業）

幹事会・三役会

全建女

青年女性建築士の集
い(登録費は本会支
出）

まちづくり等への
実践活動

文化財利活用対策
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Ｒ４年度 ながの
収支計算上の区分
（又は収支計算小科目）

Ｒ３年度
予算額

事業細項目 集計上の科目 決算見込額 事業計画 摘要

Ｒ３年度区分

賃借料支出 16,510 120,000

諸謝金支出 0 34,000

　小計 24,574 413,000

雑支出 5,000 5,000

　小計 5,000 5,000

会議費支出 0 85,000

印刷製本費支出 0 5,000

雑支出 0 39,000

　小計 0 129,000

　計 地域活動事業費支出 256,274 2,105,000

　地域活動事業費支出(本会) 15,000 青年女性建築士の集い登録費(再掲) 0 36,000

0 0

　計 制度研究費支出 0 0

会議費支出 0 273,000

通信運搬費支出 0 32,000

消耗品費支出 3,203

印刷製本費支出 30,800 51,000

賃借料支出 9,330 82,000

諸謝金支出 0 60,000

　小計 43,333 498,000

消耗品費支出 0 5,000

印刷製本費支出 0 9,000

　小計 0 14,000

旅費交通費支出 0 1,900,000

会議費支出 0 284,000

消耗品費支出 0 1,000

印刷製本費支出 0 17,000

賃借料支出 0 305,000

雑支出 0 115,000

　小計 0 2,622,000

　計 研修講習実施事業費支出 43,333 3,134,000

旅費交通費支出 0 20,000

消耗品費支出 0 3,000

雑支出 0 2,000

　計 建築士フォーラム事業費支出 0 25,000

　フォーラム事業費支出(本会) 0 建築士フォーラム登録費(再掲) 0 65,000

会議費支出 1,250 109,000

印刷製本費支出 458,255 174,000

　小計 459,505 283,000

通信運搬費支出 306,777 307,000

　小計 306,777 307,000

　計 機関紙発行費支出 766,282 590,000

賃借料支出 13,200 15,000

雑支出 300,000 100,000

　計 ホームページ運営費支出 313,200 115,000

　計 景観整備機構事業費支出 0 0

雑支出 0 2,000

　計 用紙等頒布事業費支出 0 2,000

　本会会費(公益会計分) 4,654,500 公益収入と同額を支出 4,565,000 4,322,000

1,972,000 旅費交通費支出 0 2,055,000

1,928,000 会議費支出 1,250 1,780,000

444,000 通信運搬費支出 364,275 400,000

150,000 消耗品費支出 11,533 76,000

851,000 印刷製本費支出 581,455 539,000

955,000 賃借料支出 92,540 650,000

198,000 諸謝金支出 0 178,000

105,000 雑支出 328,036 293,000

公益支出　計(本会分除く) Ｆ 6,603,000 事業活動支出計(公益) 1,379,089 5,971,000

事務所協会 受託事業収入 380,000 380,000

防災協会 受託事業収入 36,000 36,000

　計 受託事業収入 416,000 416,000

収益収入　計 Ｇ 416,000 事業活動収入計(収益) 416,000 416,000

租税公課支出(本会支出) 38,000 消費税：受託事業収入(込)×10/110 37,818 38,000 ※法人会計で集計

予備費 Ｉ 802,829 上記に区分できない特別な支出 0 1,116,563

収入額　総計　　　Ａ+Ｃ+Ｅ+Ｇ＝ Ｊ 14,937,000 9,705,300 14,171,000

支出額　総計　 Ｂ+Ｄ+Ｆ+Ｈ+Ｉ＝ Ｋ 17,706,829 9,596,566 17,049,563

過不足額　　　　　　　 Ｊ－Ｋ＝ Ｌ -2,769,829 108,734 -2,878,563

前年度からの繰越額 Ｎ 2,769,829 2,769,829 2,878,563

　差　引　　　　　　 Ｌ+Ｍ+Ｎ＝ Ｏ 0 2,878,563 0

公
益
会
計

支
出

受託事業収入 416,000収
入

収
益
会
計

支出

0

974,000

表示板などの購入費用のみ

（性質別支出科目再計）

景観整備機構事業費支出 0

諸用紙印刷費支出

ホームページ運営費支出 315,000
ホームページ運営
のための経費

参加者旅費・補助
等建築士フォーラム事業費支出 0

機関紙発行費支出

県内研修

県外研修

3,057,000研修講習実施事業費支出

高水木造

制度研究・検討に要する費
用

制度研究費支出 0

機関紙発行

機関紙配送

　計

研修会・講習会・
建学会

地域イベント
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公益社団法人 長野県建築士会ながの支部規約 
 

第１章  総   則 
（名 称） 

第１条 団体の名称は、公益社団法人長野県建築士会ながの支部（以下「本支部」という。）という。 

（目 的） 

第２条 本支部は、公益社団法人長野県建築士会（以下「本会」という）定款第４条に掲げる目的を達成す

るとともに、支部内会員の連係を持って、建築士と建築士業務に対するより高い信頼の確保を目的とする。 

（事 業） 

第３条 本支部は、本会定款第５条に掲げる事業を実施するとともに、次の事業を行う。 

 (1) 地域の安全安心な建物づくりと快適なまちづくりに貢献するための活動 

 (2) 会員の技術向上のための委員会活動 

 (3) 本支部会員相互の親睦を深めるためのブロック活動 

 (4) その他本支部の目的達成のため必要な事業 

（事務局） 

第４条 本支部は、事務局を長野市内におく。 

（会 員） 

第５条 本支部会員は本会支部運営規程第２条第1項の規定による。 

（組 織） 

第６条 本支部事業をよりきめ細かに全会員に浸透させ、支部全体の活動を活性化するよう、本支部の区域

を別に支部運用規則(以下｢規則｣という。)で定める３つのブロックを置く。 

２ ブロックの運営は、ブロック担当副支部長（以下「ブロック長」という。）の統轄のもとに、これを補佐

するブロック幹事をもってこれに当るものとする。 

 

第２章  役   員 

（役 員） 

第７条  本支部に次の役員をおく。 

    支 部 長   １人 

         副支部長   ６人以内(うち３人をブロック長とする。) 

     会計幹事   １人 

     特別幹事   直前支部長 

幹  事   ３０人以内（各ブロック１０人以内のブロック幹事をもって構成する) 

     支部諮問委員  定数を１０名以内とする。 

（役員の選出） 

第８条 支部長、副支部長及び会計幹事は、支部諮問会議が推せんし、支部協議会で選任する。 

２ 特別幹事は、支部長の推せんにより、支部協議会で選任する。 

３ 幹事及び支部諮問委員は、ブロック長の推せんにより、支部協議会で選任する。 

（役員の職務権限） 

第９条 支部長は、本支部を代表し、支部事業を総理し支部協議会及び幹事会の議長となるとともに、 

支部出納事務の責任者となり支部事務を総括する。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代行

する。 

３ 会計幹事は、支部長の所管する支部出納事務について支部長を補佐する。 

４ 特別幹事及び幹事は、幹事会の議決に基づいて会務を処理する。 
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５ 役員は、相互にこれを兼ねることができない。 

（役員の任期） 

第10条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期満了後であっても、後任者の就任までその職務を行なう。 

（顧問及び相談役） 

第11条 本支部に、顧問及び相談役をおくことができる。 

２ 顧問及び相談役は、支部長の推せんにより支部協議会で承認する。 
３ 顧問及び相談役は、支部長の諮問に応じ、かつ、各種会議に随時出席して意見を述べることができる。 

 
第３章  会   議 

（会議の種別） 

第12条 本支部の会議は、次のとおりとする。 

（１）支部協議会 

（２）幹事会 

（３）支部諮問会議 

（支部協議会の招集） 

第13条 支部協議会は、通常会及び臨時会とし支部長が招集する。 

２ 通常会は、毎年１回これを開催する。 

３ 臨時会は、次の場合に開催する。 

（１）支部長若しくは幹事会で必要と認めたとき 

（２）正会員の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して要求があったとき 

（支部協議会の通知） 

第14条 支部協議会の招集は少なくとも開催日の10日前までに、その日時、場所及び付議すべき事項を示

し、正会員に通知しなければならない。 

（支部協議会の成立） 

第15条 支部協議会は、正会員の５分の1以上出席しなければ開催することができない。 

２ 支部協議会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

（支部協議会の議決権） 

第 16 条 正会員は、１個の議決権を有し、やむを得ない理由のため出席できない場合は他の出席正会員に

これを委任することができる。 

２ 議決権の委任方法は委任状による。 

３ 前項の規定による委任に限り、これを出席とみなす。 

（支部協議会の議決事項） 

第17条 支部協議会では、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）支部長、副支部長、会計幹事、特別幹事、幹事及び支部諮問委員の選任 

（２）事業計画の承認に関する事項 

（３）その他幹事会が必要と認めて提出した事項 

（４）その他支部長が必要と認める事項 

（幹事会の構成） 

第 18 条  幹事会は、支部長、副支部長、会計幹事、特別幹事及び幹事をもって構成し、支部長が必要と認

めたときこれを招集する。 

（幹事会の議決事項） 

第19条 幹事会は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。 
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（１）事業の執行に関する事項 

(２) 支部協議会の議案に関する事項 

（３）委員会及び研究会等の設置又は廃止に関する事項 

(４) その他支部長が必要と認める事項 

（支部諮問会議の組織等） 

第 20 条  支部諮問会議は、支部諮問委員をもって構成し、支部長、副支部長、会計幹事及び特別幹事も参

画するものとする。 

２ 支部諮問会議は支部長が必要と認めたときこれを招集する。 

３ 議長は、支部諮問委員の互選による。 

（支部諮問会議の議決事項） 

第21条 支部諮問会議は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

（１）支部長、副支部長、及び会計幹事候補者の支部協議会への推せん 

（２）その他支部長が必要と認める事項 

（幹事会及び支部諮問会議の議決） 

第22条 幹事会及び支部諮問会議は、２分の１以上の出席がなければ開催することができない。 

２ 幹事会及び支部諮問会議の議事は、出席した幹事若しくは支部諮問委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長が決める。 

 

第４章  委 員 会 

（委員会及び研究会等） 

第 23 条 本支部は、会務運営及び支部規約第３条の事業遂行のために別に規則で定める委員会及び研究会

等を設けることができる。 

２ 委員会及び研究会等の運営については、別に規則で定める。 

 

第５章  賛 助 会 員 
（賛助会員） 

第24条 本支部の目的、事業を賛助するものを本支部賛助会員とすることができる。 

２ 賛助会員の権利については、別に規則で定める。 

（入会及び会費） 

第25条 本支部賛助会員になろうとする者は、所定の手続きを経て幹事会の承認を得なければならない。 

２ 本支部賛助会員は別に規則で定める賛助会費を納めるものとする。 

３ 第１項の承認を得た本支部賛助会員としての効力は、前項に定める賛助会費を納めたとき生ずる。 

 

第６章 補   則 

（規約の変更） 

第 26 条 規約を変更するときは、支部協議会において出席正会員の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

 

附 則 １ この規約は、平成31年４月１日から施行する。 

    ２ 本支部の最初の支部長は土倉武幸、副支部長は松澤三雄、ブロック長は齊藤浄、原山泰、佐

藤一利、会計幹事は下崎明久とし、その任期は第10条によらず、本規約施行後最初の支部協議

会において役員が選出されるまでとする。 
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公益社団法人 長野県建築士会ながの支部運用規則 
 
（ブロック） 
第１条 公益社団法人長野県建築士会ながの支部規約（以下、「支部規約」という。）第６条第１項によるブ

ロックの管轄区域は別表のとおりとする。 
（ブロックの組織と目的） 
第２条 ブロックは原則としてブロック内に所在する会員をもって構成する。 

２ ブロックは会員相互のコミュニケーション機会を拡大し、支部活動の活性化をはかる。 

３ ブロック長はブロック幹事のうち３名以内を副ブロック長として指名し、ブロック長を補佐する。 

（建築指導員） 
第３条 建築指導員は、長野県及び長野市の建築指導員要綱に基づき、各ブロック正会員のなかから選び、

支部長が長野県及び長野市に推薦する。 
（副会計幹事） 
第４条 支部長は、幹事の中より会計担当（副会計幹事）を１名指名し、会計幹事を補佐させる。 
（委員会） 
第 5 条 支部規約第２３条による委員会は次のとおりとする。 
（１） 総務情報委員会 
（２） 建築活動委員会 
（３） まちづくり委員会 
（４） 防災委員会 
（５） 青年・女性建築士委員会 
（６） 特別賛助委員会 

２ 委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成し、任期は 2 年とする。 
３ 委員長及び委員は支部長が指名し、幹事会の承認を得るものとする。副委員長は委員の中から委員長が

指名するものとし、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
４ 委員長は事業の実施状況等について幹事会に出席し報告するものとする。 
（賛助会員の会費） 
第６条 賛助会員会費は年度当初前納するものとし、1口5,000円とする。ただし、10口以上の者は特別賛助

会員とする。 

（賛助会員の権利） 

第７条 賛助会員の権利は次のとおりとする。 

１ 支部機関紙「つちおと」及び「支部会員名簿（会員の手引）」の配布をうける。 

２ 支部の行う事業に参加することができる。 

３ 特別賛助会員は、支部の行う事業及び運営に関し、意見を述べることができる。 

４ 特別賛助会員は、支部の行う講習会等で、ＰＲの機会を得ることができる。 

５ 特別賛助会員は特別賛助委員会を構成し、委員会独自事業を行うことができる。 

 
附 則 この規則は、平成 31 年４月１日から施行する 
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  別表 
ブロック名 区  域 

北部ブロック 上水内郡信濃町、飯綱町及び長野市のうち、第一地区、第二地区、第三地区、

第四地区、第五地区、三輪地区、吉田地区、浅川地区、若槻地区、芋井地区、

古里地区、長沼地区、豊野地区、戸隠地区及び鬼無里地区の区域 
南部ブロック 上水内郡小川村及び長野市のうち、柳原地区、朝陽地区、古牧地区、大豆島地

区、若穂地区、芹田地区、安茂里地区、小田切地区、七二会地区、中条地区、

信州新町地区及び大岡地区の区域 
須高ブロック 上高井郡小布施町、高山村及び須坂市の区域 
※本規則施行時の会員の所属ブロックについては、その所在に関わらず以下のとおりとする。 

旧長野支部 第 1 ブロック、第 4 ブロック→北部ブロック 
      第 2 ブロック、第 3 ブロック→南部ブロック 
旧須高支部 →須高ブロック 
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令和４年４月１日現在

会　社　名 住　　　所 TEL/FAX
〒390-0811

381-0024

〒406-0812

〒381-0023

〒380-0803

〒381-0034

〒381-0033

〒381-2215

〒381-0034

〒381-0014

〒381-0031

〒381-0033

〒380-8561

令和４年４月１日現在

会　社　名 住　　　所 TEL/FAX
〒382-0041 245-5544
須坂市大字米持238 248-1130
〒382-0045 245-1859
須坂市大字井上1830-13 245-3336
〒382-0014 245-0383
須坂市大字須坂851 245-8915
〒381-0204 247-5533
上高井郡小布施町飯田640 247-5177
〒382-0024 245-9290
須坂市大字塩野1119-3 245-9293
〒382-0031 242-5102
須坂市村石町2134-1 213-4464
〒382-0098 245-1155
須坂市墨坂南3-10-8 246-4911
〒382-0028 248-5617
須坂市臥竜6-19-18 248-5617
〒382-0054 245-0321
須坂市大字高梨356 246-1960

五十音順

特別賛助会員

小 森 聡

前 川 将 史 243-5676

所 長 大 橋 謙 太

諏 訪 孝 明

代 表 者 氏 名

㈱ 青 木 ハ ウ ジ ン グ

長野市大字高田259-2
　　　昭和ビル4Ｆ

長野市南高田2丁目3-9

長野市稲里町中氷鉋595

長野市大字高田323-1

長野市北尾張部441

長野市西尾張部1118-12

長野市南高田2-11-4

長野市アークス6番11号

代 表 取 締 役

Ｙ Ｋ Ｋ Ａ Ｐ ㈱

村 山 建 設 ㈱

青 木 達 雄

篠 塚 真 一

松 澤 建 築 松 澤 正

㈱ 中 沢 塗 装 中 沢 英 俊

代表取締役社長

代表取締役社長

代 表 取 締 役

代 表 取 締 役

中 村 正

中 山 ア ル ミ 建 材 ㈲

代 表 取 締 役

代 表 取 締 役

組 合 長

山 﨑 喜 彰

賛助会員

227-4134

長 野 支 店 係 長 細 野 悟 史 267-7711

濱 口 隆 浩

㈲ 宮 腰 組 木 下 一

松 澤 三 雄

中 山 紀 雄

マ ツ ナ ガ 建 設 ㈱

須高建設産業労働組合

筒 井 信 次

244-3261

244-3262

0570-005561

243-1221

水 野 琢 夫 243-5578所 長

所 長

リ ン ナ イ ㈱

タ カ ラ ス タ ン ダ ー ド ㈱

信 越 支 社 長 野 営 業 所

木 全 勇 243-8989

支 店 長

長 野 統 括 営 業 所 山 田 数 之 243-5751

支 店 長

長 野 営 業 所 営 業

長 野 営 業 所

文 化 シ ヤ ッ タ ー ㈱

Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ ㈱

酒 本 将 史 254-7750

長 野 支 店 主 任 宮 下 浩 幸 254-7715

所 長

244-1533

三協アルミ社長野事業所 244-1532

三 協 立 山 ㈱
長野市三輪1-7-10金 谷 賢 司

三和シヤッター工業㈱

㈱ コ ー ケ ン 代 表 取 締 役

㈱ サ ン ゲ ツ 所 長

統 括 所 長

事業所責任者

山 﨑 廣 和 222-6505

長 野 支 店 上 條 拓 真 222-6506

元旦ビューティ工 業㈱ 055-288-1741

甲 信 営 業 所 055-261-5221

営業本部顧問
兼　所長

坂 本 浩 山梨県笛吹市御坂町
　　　下黒駒1330

長野市大字風間761

久 保 田 達 也
222-5822

長 野 店 222-5823

ア イ カ 工 業 ㈱ 0263-33-1321

松 本 営 業 所 0263-33-1325
松本市中央2-6-1
　　　リーガル松本ビル6Ｆ

長野市南長池280-8

須 坂 土 建 工 業 ㈱

佐 藤 正 也 048-601-5500

長 野 営 業 所 リ ー ダ ー 内 村 圭 佑 048-711-2681

賛　助　会　員　名　簿

代 表 者 氏 名

㈱ Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ 241-3400

甲信越支社長野営業所 241-3011

所 長 藤 巻 直 哉

㈱ カ ネ ト
店 長


